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人種差別（racial discrimination）の 
包括的理解に向けて（1）

――人種差別撤廃条約の定義と日本語公定訳の齟齬から 
考える人種差別の「交差性」と「制度性」――

上　杉　富　之

はじめに

　本論文は、日本も締約国となっている人種差別撤廃条約（「あ

らゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約」、International 

Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrim-

ination）における「人種差別」の定義と、日本政府（外務省）に

よる日本語公定訳（2）との間に存在する齟齬を検討することを通

じて、日本政府における人種差別理解の枠組みとその限界を明

らかにすることを目的とする。

　人種差別撤廃条約の解釈・適用について指針を示す人種差別

撤廃委員会（3）は、人種差別を、身体的・生物学的意味での人種

という単一の属性に基づく差別としてではなく、国籍や民族的
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出身（「国としての出身」や「民族としての出自」）、社会的地位

（社会的な出自）、ジェンダーなど他の差別事由（定義を構成す

る要素）と結びつきつつ、社会構造の中に組み込まれた交差的

かつ制度的な現象として一貫して捉えてきた。これに対し、日

本語公定訳は、人種差別を主として古典的な人種概念に依拠し

た、比較的限定的かつ静態的な現象として理解する方向へと読

み手を導く表現となっている。

　本論文は、この両者の齟齬を単なる翻訳上の不正確さや表現

上の選択の問題としてではなく、日本政府において人種差別を

交差的・制度的な社会現象として把握する理論的枠組みが十分

に共有されてこなかったことの表れであると主張する。そのう

えで、本論文は、こうした理解の限界が、人種差別撤廃条約の

制定理念および人種差別撤廃委員会の解釈を踏まえた包括的な

人種差別理解を日本社会において形成・定着させることをいま

だに妨げていることを論じる。

　人種差別の問題は、そもそも「人種とは何か」や「人種概念

は果たして今でも有効なのか」、「（有効であったとして）人種差

別は具体的にいかなる形で発現し、どのような社会的影響をも

たらすのか」、さらには「人種差別を是正し、最終的に撤廃する

ためにはいかなる方策が必要とされるのか」といった問いをめ

ぐり、人類学のみならず、広く人文・社科学および自然科学の

領域にまたがる主要な研究課題であり続けている。とりわけ社

会・文化人類学においては、人種差別を固定的な属性に基づく
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問題としてではなく、歴史的・社会的文脈の中で生成・再生産

される関係的現象として捉える視点が蓄積されてきた。

　周知のとおり、人種差別の全面的な撤廃を目的として、国際

連合は1965年、人種差別撤廃条約を採択し（1969年発効）、現在

（2025年10月現在）、国連加盟国193ヵ国のうちの大多数の国

（182ヵ国）が同条約を批准または同条約に加入している。日本も

1995年 6 月に同条約に加入し、同条約は同年 9 月に発効してい

る。国連加盟国の 9 割以上が加入しているという事実から（4）、人

種差別撤廃条約は、国際社会における人種差別の定義および差

別禁止に関する「国際標準」と位置づけることができるだろう。

　人種差別撤廃条約の締約国は、加入後 1 年以内、その後は 2

年ごとに、自国における人種差別撤廃の状況について人種差別

撤廃委員会に「定期報告書」（Periodic Report）を提出する義務

を負う。人種差別撤廃委員会は、提出された報告書を審査した

うえで、当該国に対する評価とともに、今後の改善に向けた「勧

告」（Recommendation）を含む「総括所見」（Concluding Obser-

vations）を採択・提示する。

　日本政府（外務省）は、1995年に人種差別撤廃条約に加入後、

1999年に第 1 回・第 2 回統合報告書を提出している。以来、2008

年（第 3 回～ 6 回統合報告書）、2013年（第 7 回～ 9 回統合報告

書）、2017年（第10・11回統合報告書）と、これまで計 4 回にわ

たって定期報告書を提出している（5）。そして、それぞれの報告

書について、人種差別撤廃委員会からその内容を評価・審査す

五
二
六



人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（4）

る総括所見を受け取っている。

　筆者はかつて、日本政府（外務省）が提出した1999年以降の

定期報告書と、それらに対する人種差別撤廃委員会の総括所見

を詳細に検討したことがある（上杉 2021）。総括所見には、日

本政府の報告に対する肯定的な評価と否定的な評価の双方が含

まれているが、特に注目すべきことは、初回審査から現在に至

るまで一貫して、人種差別撤廃委員会が日本政府に対し、人種

差別撤廃条約第 1 条に記されている「人種差別」（racial dis-

crimination）の定義の解釈が不適切であることを指摘し、その

是正を求め続けていることである（上杉 2021）。本論文は、こ

の継続的な指摘を出発点として、日本政府の人種差別の解釈お

よびそれを反映した日本語公定訳のどこに問題があり、それが

いかなる理解の枠組みに基づいているのかを明らかにする。そ

のうえで、人種差別撤廃条約の理念に即した、より適切な解釈

と和訳のあり方を提示することを試みるものである。

　以下、第 1 章では、「人種主義」と「人種差別」を区別し、身

体的・生物学的な人種観に基づく人種主義と、そうした人種観

に依拠しつつ社会的・文化的に構築・構成される人種差別を概

念上、明確に区分する。第 2 章では、人種差別撤廃条約の英語

正本における人種差別の定義を意味内容から分析し、その定義

が単一の属性差別ではなく、複数の要素から構成される包括的

な枠組みを有していることを明らかにする。第 3 章では、こう

した条約正本の人種差別の定義の理解を踏まえつつ、日本政府
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（外務省）の解釈および日本語公定訳との間に生じている具体的

な齟齬を検討し、それらの齟齬が人種差別を事実上「限定的」に

捉える理解に基づいていることを示すとともに、人種差別の定

義を「包括的」に捉え直す必要性を理論的に提起する。第 4 章

では、第 3 章で提示したこの概念的転換を分析枠組みとして用

い、日本政府の人種差別理解が、差別の交差性や制度的、構造

的差別といった今日的な視点を十分に取り込めていない点を整

理・検証し、その含意を検討する。

1 ．人種主義と人種差別

　人種差別撤廃条約における人種差別の定義やその意味内容、射

程などを検討するに先立ち、本章では、しばしば同一視、ある

いは混同されることで概念的な混乱を招いてきた「人種主義」

（racism）と「人種差別」（racial discrimination）との区別を確

認しておきたい。この区別は、人種差別撤廃条約が規律の対象

とする現象の性質を理解するうえで不可欠であり、また、本論

文全体の理論的前提をなすものである。

　一般に、「人種主義」（racism）とは、「人種」（race）という

概念を前提に、ある集団を他の集団から本質的に区別可能な存

在として想定し、そうした区別に基づいて人々を優劣づける思

想や価値体系、イデオロギーを指す。ここで前提とされる「人

種」という概念は、時代や地域によって意味内容に差異がある

五
二
四



人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（6）

ものの、歴史的には、肌や髪の色、顔立ちといった身体的特徴

を手がかりとしつつ、それらに社会的・文化的・政治的意味を

付与する思考や言説の中で形成されてきたものである。

　たとえば、18～19世紀ヨーロッパにおける自然史的な人種分

類は、身体的差異を生物学的・自然的差異とみなし、それに文

明性や知的能力といった価値判断を結びつけた。また、アメリ

カ合衆国における黒人／白人の法的区分は、肌の色や血統を基

準として人々を人種的に分類し、市民権や社会的地位の不平等

を制度的に固定化してきた。さらに、ナチス・ドイツのアーリ

ア人種概念は、実際には多様で曖昧な身体的特徴を恣意的に再

編成し、特定集団を劣等かつ排除すべき存在として位置づけた

点で、人種概念が政治的に構築・動員された極端な例である。こ

れらはいずれも、身体的特徴に社会的・政治的意味を付与する

ことによって「人種」というカテゴリーが構築されてきた具体

例である。

　このように、人種に基づく区別や分類は、それ自体が中立的

な認識行為にとどまるのではなく、しばしば当該区別に応じて

人びとに優劣や能力、価値といった評価を割り当て、偏見や排

除を正当化する機能を果たしてきた。こうした価値づけが、社

会的慣行や制度、具体的な行為として表出する場合、思想とし

ての人種主義は、行為や制度としての人種差別として現実化し、

社会的に認識されることになる。

　したがって、「人種差別」（racial discrimination）は、人種主
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義的な思考や前提に基づいて、特定の個人または集団を不当に

扱い、あるいは差異的に処遇する行為、もしくはその結果とし

て生じる不平等な状態を指す概念である。具体的には、住宅や

雇用、教育といった社会生活の諸領域において、人種や民族を

理由として不利益を課すことや、あるいは警察や行政機関が特

定の人種的・民族的属性を有する人々を選別的に職務質問や取

締りの対象とすることなどが、人種差別の代表的な例として挙

げられる。

　要するに、人種主義が、人を身体的・生物学的特徴、あるい

はそれに応じた文化的特性によって固定的に分類し、その差異

に基づいて優劣や能力、価値を判断する思想や価値体系である

のに対し（6）、人種差別とは、そうした人種主義に依拠して人々

を不平等に扱う具体的な行為や制度、さらにそれによって生み

出される社会的状態を意味する概念である。

　このように、「人種主義」と「人種差別」は密接に関連しつつ

も、分析上は区別されるべき概念である（7）。

　もっとも、近年の批判的人種理論（critical race theory）をは

じめとする研究においては、人種主義（racism）を単に思想や

イデオロギーの次元に限定し、人種差別（racial discrimination）

をその外在的な結果としての行為や制度に位置づける理解は、必

ずしも十分ではないと批判されている（Bonilla-Silva 2022, Delgado 

and Smith 2023）。すなわち、人種主義は個人の内面に存する偏

見や信念にとどまるものではなく、法制度や行政実務、社会的
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慣行、知識体系、言語表象などの中に組み込まれた構造的・制

度的現象として把握されるべきであり、その意味で、人種主義

と人種差別とは相互に浸透し合う関係にあると理解されている。

　それにもかかわらず、本論文においてあえて両概念を区別し

て整理するのは、人種差別撤廃条約が直接的に規定の対象とす

る現象の射程を明確化するための分析上の便宜によるものであ

る。こうした二分法の理論的限界については、第 4 章において

「交差性」および「制度性」という観点から、改めて検討するこ

ととしたい。

　以下、本論文において検討の対象とするのは、言うまでもな

く、思想としての「人種主義」そのものではなく、人種差別撤

廃条約が撤廃の対象とする、人々を不平等に扱う具体的な行為

や制度、社会的状態、すなわち「人種差別」である。

2 ．人種差別撤廃条約における「人種差別」の定義

　前章では「人種」（race）概念を前提とする思想・イデオロ

ギーとしての「人種主義」（racism）と、「人種主義」に基づい

て具体化される行為や制度としての「人種差別」（racial dis-

crimination）を概念上区別し、本論文が検討対象とするのは後

者の「人種差別」であることを確認した。本章では、この人種

差別を国際的に理解し、禁止・廃止するうえで、今日すでに国

際標準とも位置づけられている人種差別撤廃条約の英語正本（8）
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に基づいて、人種差別の定義や構成要素、概念的な射程を検討

する。

（ 1 ）「人種差別」の定義

　人種差別撤廃条約・英語正本の冒頭、第 1 部第 1 条第 1 項は、

「人種差別」を以下のように定義している。

In this Convention, the term “racial discrimination” shall 

mean any distinction, exclusion, restriction or preference 

based on race, colour, descent, or national or ethnic origin 

which has the purpose or effect of nullifying or impairing 

the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, 

of human rights and fundamental freedoms in the political, 

economic, social, cultural or any other field of public life.

　このうち、「人種差別」の構成要素そのものに直接関わる部分

を抽出すると、次の抜粋に集約される。

the term “racial discrimination” shall mean any distinction, 

exclusion, restriction or preference based on race, colour, 

descent, or national or ethnic origin…（イタリック体、筆

者）
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　以上の抜粋かわかるように、人種差別撤廃条約における「人

種差別」は、単一の要素ではなく、複数の要素に基づいて、あ

るいは複数の要素を組み合わせて複合的に定義されていること

が明らかである。すなわち、race、colour、descent、national or 

ethnic origin の 4 つの要素が明示されており、さらに最後の

national or ethnic origin を national origin と ethnic origin の 2

つに分けて理解するならば、実質的には 5 つの要素から成る定

義であると捉えることもできる。

（ 2 ）定義を構成する要素

　人種差別撤廃条約・英語正本は、人種差別を race と colour、

descent、national or ethnic originないしnational origin、ethnic 

origin という 4 つないし 5 つの要素によって定義していることを

確認したが、それぞれの要素は具体的に何を指しているのであ

ろうか。条約本文自体は、これらの要素について詳細な説明を

加えていない。そこで、以下では、条約の制定にかかわったり、

条約発効後に締約国の報告書を審査・評価し、条約の趣旨や理

念について解釈を示したりしてきた国連人種差別撤廃委員会の

「総括所見」（Concluding Observations）や「一般的勧告」（Gen-

eral Recommendation）（9）を参照しつつ、各要素の意味内容を順

に確認する。五
一
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① race

　人種差別撤廃条約の定義の冒頭に掲げられている要素は race

である。ただし、ここでいう race は、生物学的・遺伝的に実在

する「人種」を前提とするものではない。むしろ、肌の色や身

体的特徴と結び付けられ、歴史的・社会的文脈の中で構築され

てきた「人種化されたカテゴリー」を指す概念として理解され

るべきである（ソーンベリー 2002、Thornberry 2002）。した

がって、この条文が想定しているのは、黒人種や白人種、黄色

人種といった、人種主義的言説の中で形成されてきた「人種」概

念である。

　以上のように、生物学的実体としての人種を前提としないと

いう重要な留保を付したうえであるが、条約文における race は

「人種」と和訳することが適切である。

② colour

　人種差撤廃条約の人種差別の定義の文脈では、colour は「肌

の色」を意味する。「肌の色」は人を外見上識別するうえでもっ

とも大きな特徴のひとつであり、現実の人種差別においてもし

ばしば決定的な基準として機能してきた。

　もっとも、「肌の色」は人の身体的・生物学的特徴の一つであ

ることから、「人種」（race）という要素の中に含めて理解する

ことも可能である。しかし、実際には、白人種・黒人種・黄色

人種といった人種的カテゴリーに想定される肌の色は明確に区
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分されるものではなく、連続的かつ多様な色合いとして存在し

ている。その結果、同一の「人種」と見なされる人々の間でも、

肌の色の濃淡に基づいて区別や差別が行われる場合が少なくな

い。人種内における肌の色に基づく差別、いわゆる「カラーリ

ズム」（colorism）がその典型例である。

　このように、人種的カテゴリーとは独立して、あるいはそれ

を補完する形で「肌の色」それ自体が差別の根拠となりうるこ

とを踏まえ、人種差別撤廃条約は、race に加えて colour を独立

した要素として明示的に列挙していると解される。したがって、

条約文における colour は、「肌の色」と和訳するのが適切である。

③ descent

　descent は、狭義には、親子関係や親族間の血縁関係といった

生物学的、遺伝的な系譜関係、ないし「出自」（関係）を指す概

念である。しかしながら、後に詳しく述べるように、人種差別

撤廃条約においては、descent は単なる生物学的、遺伝学的な系

譜（出自）関係にとどまらず、世襲的で固定化された社会的・

経済的な階層や階級からの出自、出身を含むものとして理解さ

れている。

　人種差別の定義においては、差別の要素として、まず身体的、

生物学的、遺伝的な側面を強調し、race（人種）と colour（肌

の色）を挙げている。その次に、あるいはそれと同等に重要な

要因として descent（出自）を挙げている。これは、人種差別が
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単に生物学的、遺伝的な特徴のみに基づくものではなく、社会

的・経済的に再生産される出自や身分、階層に基づいて行われ

てきた現実を明示するためである。換言するならば、人種差別

撤廃条約における「人種差別」の定義は、これまでもっぱら生

物学的・遺伝学的な要素が強調される傾向にあったが、実際に

はしばしば世襲的で固定化された社会的・経済的な階層や階級

からの「出自」（出身）に基づいて行われていることを明示した

ものと考えて良い。以上を踏まえると、条約における descent は

「出自」と和訳するのが適切である。

④ national or ethnic origin

　 4 つ目の要素である national or ethnic origin については、こ

れを 1 つの複合的要素とみなす考え方と、さらに national origin

と ethnic origin という 2 つの要素（ 4 つ目と 5 つ目の要素）を

含むものと捉える 2 つの考え方がある。国際法上、あるいは条

約の成り立ちから、通常は、national or ethnic origin は 1 つの

要素を成すものと考えられている。

　起草時の議論では、national origin のみでは国内の民族的マイ

ノリティが排除され、他方、ethnic origin のみでは外国出身者

や移民への差別が十分に含まれないという問題が指摘され、両

者を併記することで「出自に基づく差別」全般を包摂する意図

が示されている（レルナー 1983）。実際、国連人種差別撤廃委

員会や欧州人権裁判所、EU 基本権憲章においても、national or 

五
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人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（14）

ethnic origin は一つの包括的カテゴリーとして扱われている（10）。

　しかしながら、概念内容に着目すれば、national or ethnic 

origin は、政治的・法的帰属に関わる national origin と、社会

的・文化的帰属に関わる ethnic origin という 2 つの異なる次元

を内包している。したがって、national or ethnic origin には、

人種差別を構成する要素としては、実質的に第 4 および第 5 の

要素が含まれていると理解することが可能である。以上を踏ま

え、条約における national or ethnic origin は、「国としての出

身ないし民族としての出自」、あるいは、「出身国ないし出身民

族」（11）と和訳するのが適切である。

　以上、人種差別撤廃条約・英語正本の「人種差別」の定義を

その要素について検討してみたが、「人種差別」を構成する要素

は以下の 4 ないし 5 つにまとめられ、また、それぞれ以下のよ

うに和訳するのが適切であることを確認した。

① race　「人種」

② colour　「肌の色」

③ descent　「出自」

④ national origin　「国としての出身」、「出身国」

⑤ ethnic origin　「民族としての出自」、「出身民族」

（ 3 ）人種差別の定義の「私訳」（12）

　以上の検討を踏まえ、人種差別撤廃条約の英語正本における

五
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人種差別の定義（抜粋部分）を字義に即して試訳すると、以下

の通りとなる。

この条約において、「人種差別」とは、人種、肌の色、出自、

または国としての出身ないし民族としての出自に基づくあ

らゆる区別、排除、制限又は優先であって、．．．（下線、筆者）

　次章では、この「私訳」と日本政府（外務省）による公定訳

とを、人種差別撤廃条約の英語正本に照らして比較・検討し、両

者の間にいかなる齟齬が生じているのか、さらにその齟齬がど

のような理解や解釈の差異に由来するのかを明らかにする。

3 ．日本政府（外務省）の公定訳

（ 1 ）人種差別撤廃条約正本と公定訳の齟齬

　以下に、人種差別撤廃条約・英語正本における人種差別の定

義（要素にかかわる抜粋）を改めて提示するとともに、その部

分の日本政府（外務省）による和訳（公定訳）を示す（13）。その

うえで、筆者が問題とする和訳上の齟齬について検討する。こ

こで検討の対象とするのは、個々の訳語の正確さそれ自体では

なく、それらの訳語選択が一貫して前提としている人種差別理

解の枠組みである。

　なお、以下の和訳は「公定訳」であり、言うまでもなく、日

五
一
四



人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（16）

本政府（外務省）が人種差別撤廃条約における人種差別の定義

をいかに理解し、解釈しているかを公式に表明する文書である。

したがって、公定訳に見られる訳語や表現上の特徴は、日本政

府の人種差別理解の内容と密接に結びついていると考えられる。

the term “racial discrimination” shall mean any distinction, 

exclusion, restriction or preference based on race, colour, 

descent, or national or ethnic origin…（イタリック体、筆者）

この条約において、「人種差別」とは、人種、皮膚の色、世

系又は民族的若しくは種族的出身に基づくあらゆる区別、排

除、制限又は優先であって、．．．（下線、筆者）

① race

　公定訳は race を「人種」と和訳している。この訳語自体は、

英語の race に対応する日本語として一般に定着している点で、

妥当なものと言える。しかしながら、以下で検討する colour や

descent、national or ethnic origin の訳語の選択やその用法全体

を見ると、公定訳における「人種」は、主として身体的・生物

学的、かつ本質主義的な意味合いで理解されている傾向が認め

られる。

　外務省の「人種差別撤廃条約 Q ＆ A」（14）によると、「『人種』

とは、社会通念上、皮膚の色、髪の形状等身体の生物学的諸特

五
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徴を共有するものとされる人々の集団を指し（後略）」と規定さ

れており、日本政府（外務省）が、人種を身体的・生物学的に

定義していることは明らかである（村上 2005：19-21参照）。

　その意味で、公定訳における「人種」という訳語は、形式的・

語彙的には適切であるものの、条約が前提としている人種概念、

すなわち、身体的特徴と結び付けられつつも、歴史的・社会的

に構築されてきたカテゴリーとしての「人種」を十分に反映し

ているとは言い難い。したがって、ここで問題となるのは訳語

そのものというよりも、その訳語が含意する意味内容や解釈枠

組みである。

② colour

　公定訳は colour を「皮膚の色」と和訳しており、語義のうえ

では必ずしも誤りではない。しかしながら、「皮膚」という語は、

生理学的・生物学的対象を直接想起させる表現であり（15）、直前

の race が「人種」と訳されていることと相まって、条約が意図

していない生物学的・遺伝決定論的な理解を強める恐れがある。

　すでに述べたように、人種差別撤廃条約における race は、生

物学的・遺伝的に実在する「人種」を前提とする概念ではなく、

社会的・歴史的に構築されてきた人種化されたカテゴリーを指

している。同様に、colour もまた、単なる生物学的属性として

の皮膚の色を意味するのではなく、社会的・文化的文脈の中で

意味づけられ、差別の根拠として機能してきた外見上の特徴を

五
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人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（18）

指す概念として理解されるべきである。

　この点を踏まえるならば、colour を「皮膚の色」と訳すより

も、身体的特徴でありながら社会的意味を帯びた表象としての

性格をより適切に表現する「肌の色」と訳す方が、人種差別撤

廃条約の趣旨および現代的な人種主義理解により整合的である

と言えよう。

③ descent

　公定訳は descent を「世系（せいけい）」と和訳している（16）。

「世系」という語は日常的にはあまり用いられないが、国語辞典

によれば、「祖先から続いている血統」あるいは「系図、系譜」

を意味する語である（『広辞苑 第 7 版』2018：1601、『大辞林 第

4 版』2019：1486）。これらの定義から明らかなように、「世系」

は家系や系譜といった意味も含み得るものの、その中心的な意

味内容は、世代を越えて継承される血統や血筋、すなわち血縁

関係に置かれている。

　したがって、「世系」という訳語は、現代の遺伝学的理解とは

異なるとはいえ、身体的・生物学的な血のつながりを強く想起

させる語であり、descent を主として生物学的・遺伝的な系譜関

係として理解する解釈を誘発しやすい。実際、外務省は「人種

差別撤廃条約 Q&A」の中で、「『世系』とは、この条約の適用

上、人種、民族、からみた系統を表す言葉であり、例えば、日

系、黒人系といったように、過去の世代における人種又は皮膚

五
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の色および過去の世代における民族的又は種族的出身に着目し

た概念であり、生物学的・文化的諸特徴に係る範疇を越えない

ものであると解されます」と明記し（17）、descent から社会的な身

分や階層からの出身という含意を捨象している。

　この点において、公定訳が採用する「世系」という訳語の意

味は、descent を社会的・歴史的に形成される出自や身分、階層

的帰属まで含む概念として広く解釈してきた人種差別撤廃条約

および人種差別撤廃委員会の見解とは明らかに齟齬を来してい

ると言わざるを得ない。

　以上から、公定訳、ひいては日本政府（外務省）によるdescent

の理解・解釈は、人種差別撤廃条約における人種差別の定義が

本来意図している概念的射程、すなわち生物学的要因に還元さ

れない社会的出自に基づく差別の問題系を十分に反映していな

いと評価せざるを得ない。

④ national or ethnic origin

　公定訳は national or ethnic origin を「民族的若しくは種族的

出身」と和訳している。第 2 章で検討したように、この表現は

意味内容のうえから、前半の national origin と後半の ethnic 

origin という、相互に異なる 2 つの要素から構成されていると理

解することができる。そこで、ここでも、両者を便宜的に区別

したうえで、それぞれについて公定訳の妥当性を検討してみた

い。

五
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人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（20）

　まず national origin について、公定訳はこれを「民族的出身」

と和訳している。national は、確かに、nationalism（民族主義）

や nationalist（民族主義者）という派生語の中では「民族的」と

いう意味を持ち、そのように和訳することも可能である。しか

しながら national origin という複合語が単独で用いられる場合

には、一般に「国籍」あるいは「出身国」と理解されるのが普

通であろう。とりわけ、national origin と ethnic origin のよう

に national と ethnic が併置される場合には、national は「国（国

家）」を意味し、ethnic は「民族」を意味するものと理解するの

が自然である。

　この点について、人種差別撤廃委員会も、national origin を

nationality（国籍）と厳密に同一視することは避けつつ（レル

ナー 1983）、一貫して、出身国や国家的帰属に関連する差別を

含む概念として位置づけている。たとえば、人種差別撤廃委員

会が2004年に採択した一般的勧告第30号、「非市民に対する差別」

は、国籍に基づく区別が直ちに条約違反となるわけではないと

しつつも、それが事実上 national origin に基づく差別として機

能する場合には、条約の規制対象となり得ることを明確にして

いる。ここからも、national origin が民族的属性とは異なる次元

で、国家的帰属や出身国と結びつくような差別を想定している

概念であることが確認できる（18）。

　にもかかわらず、本条約の定義規定において national origin と

ethnic origin が併置されている文脈で、前者を「民族的出身」と

五
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和訳すると、両者の概念的区別が不明瞭となる。この点で、公

定訳は条文の構造および人種差別撤廃委員会の解釈実践が前提

とする差別の整理を十分に反映していないと言わざるを得ない。

その結果、national origin が本来含意している、出身国や国家的

帰属に基づく差別という側面が、日本語訳においてはほぼ完全

に抹消されている。

　実際、日本政府（外務省）は「人種差別撤廃条約 Q ＆ A」（19）

の中で、「『民族的若しくは種族的出身』とは、この条約の適用

上、いずれも社会通念上、言語、宗教、慣習等文化的諸特徴を

共有するとされている人々の集団の出身であることを指すもの」

と規定しており、日本政府（外務省）が、national origin から出

身国や国家的帰属を除外していることは明らかである。

　次に、ethnic origin について検討する。公定訳はこれを「種

族的起源」と和訳する。が、この和訳は、以下の 2 点において

不適切と言わざるを得ない。

　第 1 に、「種族（的）」という語は、今日においてはもちろん、

公定訳が作成されたと考えられる1995年半ばにおいても（20）、eth-

nic の一般的な和訳として用いられていたとは言い難い（21）。

　第 2 に、国語辞典における「種族」の定義は、「生物学的、人

種的特徴を共有する集団」という意味合いを強く含んでおり

（『広辞苑 第 7 版』2018：1401、『大辞林 第 4 版』2019：1298）、

文化や言語、歴史的経験を共有する社会集団としての「民族」と

いう ethnic 本来の含意とは必ずしも一致しない。

五
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（22）

　人種差別撤廃委員会の一般的勧告第 8 号（1990年）（22）は、「人

種」や「民族」への帰属が客観的基準ではなく、当事者の自己

認識（self-identification）に基づくべきであることを強調してい

る。この点からも明らかなように、本条約が想定する ethnic 

origin は、生物学的・遺伝学的な「種族」概念ではなく、社会

的・文化的に構成された民族的帰属を指すものである。さらに、

ethnic origin が national origin と併置されていることを踏まえ

れば、ここで ethnic を生物学的な意味で理解する余地はほとん

どない。

　以上の 2 つの理由から、ethnic origin を「種族的起源」と和

訳することは、人種差別撤廃条約が一般的勧告で明示する解釈

指針のいずれにも適合しない。むしろ、「民族的出自」あるいは

「民族的出身」と訳す方が、人種差別撤廃条約の理念および一般

的勧告が示す解釈枠組みにより忠実であると考えられる。

（ 2 ）公定訳の問題点―訳語の問題から見える解釈枠組みの限界―

　以上、人種差別撤廃条約第 1 条における人種差別の定義につ

いて、その構成要素ごとに公定訳を検討してきた。以下では、こ

れまでの検討を踏まえ、公定訳が抱える問題点を、訳語の選択

という表層を超えて、人種差別理解の枠組みという観点から整

理する。五
〇
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①訳語・用語の選択による意味の不明瞭化

　第一の問題点は、公定訳において用いられている訳語や用語

（概念）の多くが、現代日本語あるいは今日の人文社会科学にお

いて一般的に用いられていない、あるいはすでに時代遅れとなっ

た語であり、その結果として条約文が本来意図する意味内容が

不明瞭になっている点である。

　たとえば descent は公定訳において「世系」と訳されている

が、この語は従来も現在も、日常語としても学術用語としても

ほとんど用いられておらず、その意味内容を直ちに把握するこ

とは困難である。加えて、descent が本来含意する社会階層、社

会的出自、あるいは世襲的地位といった社会的要素が、公定訳

において十分に可視化されておらず、結果としてそれらの側面

が矮小化されている可能性がある。

　同様に、national origin を「民族的出身」と訳すことは、通常

の訳語法から逸脱しており、本来この語が含意する国家的出身

や国籍と結びついた政治的要素を不明瞭にしている。また、eth-

nic origin を「種族的出身」と訳すことも、現代日本語において

一般的ではなく、文化的・社会的集団としての民族という側面

が適切に表現されていない。

　このように、公定訳における訳語の選択は、条約の定義規定

全体を通じて、差別の具体的な構成要素を読み取りにくくして

いる。

五
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②適切な概念対応の欠如

　第二の問題点は、単に用語が古い、あるいは一般的でないと

いう点にとどまらず、正本が想定する概念内容に照らして、よ

り適切な訳語が存在するにもかかわらず、それが採用されてい

ない点にある。

　descent は、公定訳の「世系」という語から想起される血統や

生物学的系譜関係に限定される概念ではなく、社会階級や社会

階層、さらには世襲的地位といった社会構造上の位置づけを含

む概念である。この点を踏まえれば、「出自」と訳す方が、条約

に盛り込まれている社会的含意をより適切に反映すると考えら

れる。

　同様に、national origin は「民族的出身」ではなく、「国とし

ての出身」ないし「出身国」と訳すことで、国家や国籍に基づ

く差別という政治的側面を明確に示すことが可能となる（23）。ま

た、ethnic origin についても、「種族的出身」という生物学的

ニュアンスを帯びた訳語よりも、「民族としての出自」ないし

「出身民族」と訳す方が、条約本来の文化・言語・歴史的経験を

共有する集団としての民族という概念に即している。

　このように、公定訳は人種差別撤廃条約の概念構造に対して

十分に対応した訳語を採用しておらず、その結果、条約の趣旨

や理念、射程が狭められていると言わざるを得ない。五
〇
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③人種主義的理解への偏りと社会的要素の不可視化

　第三の、そして最も重要な問題点は、公定訳全体が、人種差

別を主として身体的・生物学的特徴に基づく差別として理解す

る、いわば古典的な人種主義的理解に強く依拠している点であ

る。

　その結果として、人種差別が本来含むべき社会的要素（社会

階層や階級からの出自）や政治的要素（出身国や国籍）、文化的

要素（民族的帰属や文化的差異）に基づく排除といった側面が、

日本語訳において明示されていない、あるいは事実上隠蔽され

ている。

　このような理解の不十分さは、単なる翻訳上の問題にとどま

らない。実際、日本政府による人種差別撤廃条約の理解や運用

については、人種差別撤廃委員会からこれまで繰り返し、直接

的な改善勧告（2４）や一般的勧告を通じた間接的な指摘（25）がなさ

れてきた。そこでは、日本における人種差別の理解が、差別の

交差性（複合性）や制度性・構造性という観点を十分に取り込

めていないことが問題とされている。

　以上を踏まえると、公定訳における訳語および概念の不備は、

日本政府が人種差別を依然として単純かつ限定的な現象として

把握してきたことと無関係ではないと考えられる。すなわち、人

種差別撤廃条約の解釈や理解における問題は、その出発点であ

る訳語・公定訳の段階から、差別の交差性や制度性という現代

的視点を欠いていることに起因しているのである。
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（ 3 ）人種差別の「包括的定義」

　本論文では、人種差別撤廃条約第 1 条に定められた人種差別

の定義をめぐり、公定訳に表れた日本政府の理解枠組みと条約

の趣旨および人種差別撤廃委員会の解釈等を踏まえた理解とを

区別するため、前者を「限定的定義」、後者を「包括的定義」と

呼ぶ（26）。

①限定的定義

　日本政府の公定訳に基づく人種差別の理解は、「人種」や「皮

膚の色」といった身体的・生物学的要素を中心に据える傾向が

きわめて強い。この理解においては、人種差別は主として生物

学的差異に基づく不当な扱い、すなわち古典的な人種主義（rac-

ism）として把握される。

　その結果、社会的な階級や社会的出自に関わる社会的要素、国

籍や出身国に結びつく政治的要素、さらには民族的・文化的背

景といった文化的要素は、人種差別の構成要素としては周縁化

されやすい。このような限定的定義は、人種差別を個人的偏見

や明示的な排除行為のみに還元し、差別が制度や慣行の中で再

生産される構造的側面を捉えにくいという問題を孕んでいる。

②包括的定義

　これに対して、本論文が採用を提案する「包括的定義」は、人

種差別を身体的要素に基づく差別に限定せず、人種差別撤廃条
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約の趣旨・理念に則り、社会的、政治的、文化的要素が相互に

結びつく複合的現象として捉える立場である。ここでは、「人種」

や「皮膚の色」といった身体的要素を出発点としつつも、社会

的地位や出自、国家的出身、民族的・文化的属性が差別の形成

や固定化に重要な役割を果たすことが重視される。

　この包括的理解は、条約の監視機関である人種差別撤廃委員

会が採択してきた一般的勧告において、繰り返し確認されてい

る（27）。人種差別撤廃委員会は一般的勧告を通じて、人種差別が

国籍（国としての出身）、民族的出身（民族としての出自）、社

会的地位、文化的差異などと結びついて現れることを明示し、締

約国に対して、形式的平等にとどまらない実質的かつ構造的な

差別是正を求めてきた。したがって、人種差別撤廃委員会の一

般的勧告は、人種差別を包括的に定義することの妥当性を示す

実証的かつ規範的根拠として位置づけることができる。

　以上のように、「限定的定義」と「包括的定義」を区別するこ

とで、日本政府の人種差別理解の射程と限界がより明確になる

とともに、日本においても包括的定義を採用する必要性が理論

的に浮かび上がる。

　この点を明らかにするためにも、次章では、人種差別撤廃委

員会の一般的勧告および日本政府に対する改善勧告を検討し、人

種差別がいかに複合的かつ構造的に捉えられているかを確認す

る。

五
〇
二



人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（28）

4 ．人種差別の「交差性」と「制度性」

　本章では、人種差別撤廃委員会の一般的勧告および日本政府

に対する総括所見・改善勧告を分析対象とし、それらの検討を

通じて、人種差別が交差的（複合的）かつ制度的・構造的な社

会過程として理解されるべきことを明らかにする。

　ここでの検討は、第 3 章で検討した日本語公定訳の問題が、単

なる翻訳技術上の齟齬ではなく、日本政府（外務省）が人種差

別を個別的かつ単線的な属性差別として把握してきた理論前提

に根ざしていることを、人種差別撤廃条約の解釈実践を通じて

理論的に裏づける試みでもある。

　具体的には、本章では、人種差別が人種や肌の色、出自、国

籍、民族などの独立した単一の属性（要素）のいずれか一つに

基づいて個別に生起するものではなく、これらの属性が相互に

結びつき重なり合うことで生じ、さらにそうした差別が社会や

文化の中に制度的・構造的に埋め込まれていることを確認する。

（ 1 ）人種差別の「交差性」

①交差性概念と人種差別

　交差性（intersectionality）とは、ジェンダーや人種、民族、

階級、出自、障害、移民性など、複数の差別や不平等の軸（位

相）が相互に重なり合うことで、特定の集団に対して複合的か
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つ構造的な不利益が生じると捉える視点である（コリンズ・ビ

ルゲ 2021、Nash and Pinto （eds.） 2023）。この概念は近年、

「複合的かつ交差的な差別」（multiple and intersecting forms of 

discrimination）として国連人権機関の文書においても明示的に

用いられ、人種差別研究においては、人種や肌の色、民族といっ

た単一属性への還元的理解の限界を示す理論枠組みとして定着

してきた。

　この点に照らせば、人種差別撤廃条約が人種差別の定義にお

いて、「人種」（race）や「肌の色」（skin colour）に加えて、「出

自」（descent）や「国としての出身ないし民族としての出自」

（national or ethnic origin）を明示的に含めていることは、人種

差別を単なる生物学的差異に基づく偏見としてではなく、社会

的地位や法的・政治的帰属、文化的属性と結びついた複合的な

差別現象として捉えようとする明確な意図を反映したものと理

解できる。すなわち、人種差別撤廃条約第 1 条の定義自体が、人

種差別を交差的な不平等構造の中で把握する視点を、その内部

に制度的に組み込んでいるのである。

　したがって、交差性とは差別の要素を追加的に列挙する分析

枠組みではなく、人種差別という現象そのものを、複数の社会

的属性が同時に作動する関係的・構造的過程として捉え直す認

識論的視座である。 五
〇
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②一般的勧告にみる交差性の明示

　交差性に基づく人種差別理解をもっとも端的に示しているの

が、2002年に採択された一般的勧告第29号、「世系（descent）に

基づく差別の撤廃について」である。同勧告は、descent という

用語が人種や民族に限定されるものではなく、カースト制度や

それに類似する世襲的地位制度をも含むと明確に述べている。す

なわち、人種差別撤廃委員会は、人種差別を生物学的差異や表

象の問題に限定するのではなく、社会的な身分秩序や歴史的排

除、階層化された社会構造と結びついた差別として再定義して

いると言えよう。

　この解釈は、人種差別が社会階級や身分制度と交差しうるこ

とを示すものであり、人種差別の定義それ自体が、交差性を前

提として再構成されていることを意味する。したがって、人種

差別は、人種的属性のみならず、社会的出自や歴史的文脈を含

めて包括的に理解されるべきである。

③対日総括所見にみる交差性の具体化と日本政府の対応

　人種差別撤廃委員会は、日本政府の定期報告に対する審査に

おいても、交差的差別の存在を繰り返し指摘してきた。2014年

の総括所見（28）では、被差別部落民やアイヌ、沖縄出身者、在日

韓国・朝鮮・中国系住民などが、人種・民族・出自・地域・国

籍といった要因が交差する形で、間接的かつ構造的な差別の影

響を受け続けていることが明言されている。また、これらの差
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別が、地方自治体や企業、教育機関等の制度や慣行と結びつい

ている可能性も指摘されている。

　2014年の総括所見はまた、外国ルーツの子どもに関しても、教

育制度へのアクセスや言語支援の不足が、国籍や出自、家庭の

社会経済的条件と交差する形で不利益を生じさせている点も懸

念事項として指摘している。

　これらの指摘は、人種差別撤廃委員会が日本における差別を

個別属性ごとに切り分けるのではなく、複数の制度的要因が交

差する中で生じる構造的問題として把握していることを示して

いる。にもかかわらず、日本政府の対応は、依然として条約ご

との分業的理解にとどまり、交差的差別を前提とした改善には

至っていない。

（ 2 ）人種差別の「制度性」

①制度的差別概念と人種差別

　制度的差別（institutional discrimination）の概念は、人種差

別を個人の偏見や意図的行為に還元する理解を超え、差別が社

会制度の通常の運用として再生産されうることを明らかにする

理論的枠組みを提供する（Bonilla-Silva 2022）。

　制度的差別とは、特定の人種や民族、出自などに対する不利

益が、法律や政策、行政手続、組織慣行といった制度の内部に

組み込まれている状態を指す。制度それ自体は表面的には中立

的であっても、結果として特定の集団に不利な影響を与える場
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合、それは制度的差別と認識される。

　一般的勧告第14号（1993年）は、人種差別が直接的な区別行

為に限られず、間接的差別を含むことを明確にし、一見中立的

な規定や慣行が、特定の人種的・民族的集団等を不利にする場

合には差別に該当すると述べている（29）。この点において、制度

的差別の存在は条約解釈の中核に位置づけられていると言って

よい。

②体系的・構造的差別と制度性の重層

　体系的差別（systemic discrimination）は、人種差別が社会全

体の制度や文化、価値観の中に深く埋め込まれ、「当たり前のも

の」として機能している状態を指す。これは、制度的差別の土

台となる無意識の偏見や歴史的背景を含む概念であり、差別が

可視化されにくいという特徴をもつ。一方、構造的差別（struc-

tural discrimination）は、歴史的・社会的要因によって特定の集

団が不利な地位に固定され、その不平等が世代を超えて再生産

される状態を意味する（Rattansi 2020）。

　人種差別撤廃委員会の一般的勧告第29号（2002）や第32号

（2009）（29）は、こうした差別が社会構造に深く根ざしていることを

明示し、是正のためには積極的差別是正措置（affirmative action）

を含む積極的政策が必要であると指摘している。

　体系的差別と構造的差別の概念は分析上区別されるものの、人

種差別撤廃委員会がこれらの概念を併用していることは、人種
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差別を単一の法的類型としてではなく、制度・慣行・歴史が重

層的に作用する社会構造の中で生起・再生産される現象として

把握していることを示している。

③対日勧告における制度性の指摘と日本政府の限界

　人種差別撤廃委員会は、2001年以降、日本において制度的・

間接的差別が存在する可能性を繰り返し指摘してきた。2010年

の総括所見（31）では、包括的な差別禁止法が存在しないこと、住

宅、教育、雇用分野における間接差別の存在に強い懸念が示さ

れている。さらに2014年の総括所見（32）でも、被差別部落民や在

日外国人等に対する構造的差別が依然として続いていることが

明言されている。

　さらに、2018年の総括所見（33）では、外国人に対する職務質問

や監視のあり方、いわゆるレイシャル・プロファイリング

（racial profiling）についても、制度運用の問題として懸念が示

されている。これらは個々の警察官の偏見に還元される問題で

はなく、法制度と実務慣行の組み合わせによって特定集団に不

利益が集中する制度的差別の典型例である。

　また、2018年の総括所見では、ヘイトスピーチ対策法につい

ても、表現行為への対応にとどまり、差別を生み出す社会構造

や制度的背景に踏み込んでいない点が、結果として制度的差別

の不可視化につながっていると指摘されている。そのうえで、人

種差別撤廃委員会は日本政府に対して、包括的な差別禁止法の

四
九
六



人種差別（racial discrimination）の包括的理解に向けて

（34）

制定や制度的差別の可視化、政策決定過程へのマイノリティの

参加といった構造的改革を求めている。

　以上の検討から明らかなように、人種差別撤廃委員会は人種

差別を交差的かつ制度的・構造的な現象として捉え、人種差別

撤廃条約第 1 条の人種差別の定義を包括的に解釈している。こ

れに対し、日本政府の人種差別理解は、依然として差別を明示

的区別行為や個別制度の問題に限定する傾向が強く、さまざま

な制度や構造に埋め込まれた差別を十分に捉えきれていない。

　したがって、第 3 章で検討した日本語公定訳の限定性は、偶

発的な翻訳上の問題ではなく、人種差別を交差的・制度的社会

過程として理解しない理論前提の帰結として位置づけることが

できる。

おわりに

　本論文は、日本も締約国となっている人種差別撤廃条約に定

められた「人種差別」（racial discrimination）の定義をめぐり、

条約の英語正本と日本政府（外務省）による日本語公定訳との

間に存在する齟齬を検討し、その背景にある人種差別理解の枠

組みを明らかにすることを目的としてきた。検討の結果、この

齟齬は単なる翻訳技術上の問題ではなく、日本政府において人

種差別が主として身体的・生物学的属性に基づく限定的な現象
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として理解されてきたことに深く根ざしていることが明らかと

なった。

　第 1 章では、人種主義（racism）と人種差別（racial discrim-

ination）を概念上区別したうえで、人種差別撤廃条約が直接の

規律対象とするのは、思想としての人種主義そのものではなく、

それに基づいて具体化される行為や制度、社会的状態としての

人種差別であることを確認した。ただし同時に、近年の批判的

人種理論が示すように、両者は本来切り離しがたい関係にあり、

人種差別は制度や慣行、知識体系の中に組み込まれた構造的現

象として把握される必要がある点も確認した。

　第 2 章では、人種差別撤廃条約・英語正本における人種差別

の定義を精査し、それが race、colour、descent、national or 

ethnic origin という複数の要素から構成される包括的な定義で

あることを明らかにした。とりわけ、descent が社会的出自や階

層的帰属を含む概念として解釈されてきた点、また national or 

ethnic origin が国家的帰属（国としての出身）と民族的帰属（民

族としての出自）という異なる次元を内包している点は、人種

差別を生物学的差異に還元しないという条約の基本的立場を端

的に示している。

　これに対し第 3 章では、日本政府（外務省）による人種差別

撤廃条約の日本語公定訳を検討し、descent を「世系」、national 

or ethnic origin を「民族的若しくは種族的出身」と訳している

点に着目した。その結果、条約正本が意図する社会的、政治的、
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文化的要素が著しく矮小化、あるいは不可視化されていること

を指摘するとともに、こうした訳語の選択が、人種差別を血統

や身体的特徴に基づく現象として理解する方向へと読み手を導

き、条約の定義を事実上「限定的」なものとして受容させてい

ることを明らかにした。さらに第 3 章では、こうした理解のあ

り方を批判的に検討し、人種差別の定義を、条約正本および委

員会の解釈実践に即した「包括的定義」へと転換すべきである

ことを理論的に提案した。

　これを受けて第 4 章では、第 3 章で提示した「限定的定義／

包括的定義」という概念区分を分析枠組みとして用い、日本政

府の公定訳に基づく人種差別理解が、差別の交差性（intersec-

tionality）や制度的・構造的差別といった現代的視点を十分に取

り込めていないことを整理し、検証した。その結果、こうした

理論的欠落が、単なる解釈上の問題にとどまらず、公定訳の段

階からすでに制度的に組み込まれていることを明らかにした。

　以上の検討から導かれる重要な結論は、日本における人種差

別撤廃条約の実施上の課題は、個別の政策対応や法整備の遅れ

だけでなく、その前提となる「人種差別とは何か」という定義

の理解そのものに内在しているという点である。人種差別を個

人の偏見や例外的な差別行為に還元する理解のもとでは、教育

や雇用、住宅、行政実務などの制度や慣行を通じて再生産され

る不平等を十分に把握することは困難である。

　本論文が提起したように、人種差別撤廃条約の人種差別の定
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義は、人種や肌の色といった生物学的・遺伝的な要素に加え、本

来的に、社会的出自や国家的帰属、民族的背景といった複数の

差別要素が交差し、制度的に作用する現実を射程に収める包括

的な構造を有している。この点を正確に理解し、それを日本語

訳および国内的運用に反映させることは、条約の誠実な履行と

いう国際法上の要請にとどまらず、日本社会における人種差別

を可視化し、是正していくための理論的前提条件でもある。

　今後の課題としては、第一に、人種差別撤廃条約第 1 条の日

本語公定訳を、条約正本および人種差別撤廃委員会の解釈に即

した形で再検討する必要がある。第二に、人種差別を交差的・

制度的現象として捉える視点を、国内法制や行政実務、教育現

場における人権理解へと接続していく作業が求められる。これ

らの課題に取り組むことによって初めて、人種差別撤廃条約が

掲げる理念は、日本社会において実質的な意味を持ちうるもの

となるであろう。

注

（1）　本論文の一部は、筆者がこれまでに公表した論文および口頭発

表における議論に基づいているが、本稿ではそれらを相互に関連

づけて再構成、修正するとともに、新たな分析と考察を加えてい

る（上杉 2021、2025参照）。

（2）　「公定訳」とは、国際条約の締結に際し、条約の正文（正本）と

は別に、日本政府（外務省）が公式に作成・提示する日本語訳を
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指し、法的効力を有する正文の内容を国内向けに示すための参考

訳として用いられるものである。もっとも、人種差別撤廃条約に

ついては、外務省は日本語訳（「あらゆる形態の人種差別の撤廃に

関する国際連合宣言」）を制度上「公定訳」とは位置づけておら

ず、あくまで「仮訳」として扱っている。しかしながら、当該

「仮訳」は外務省の公式ウェブサイトに全文が掲載されており、条

約内容を示す日本語訳として実務上広く参照されている（https://

www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-H8-1839.pdf）。外務

省条約担当部局においても、同訳が事実上の公式訳として用いら

れていることから（私信）、本論文では、以下、この「仮訳」を便

宜的に「公定訳」と言及する。

（3）　人種差別撤廃委員会（Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination）は、国連の人種差別撤廃条約に基づき設立された

独立の専門家から成る条約機関である。条約加盟国から提出され

る「定期報告」等を審査し、人種差別撤廃条約の実施状況につい

て、総括所見として勧告や懸念を表明する。

（4）　世界の国の数は196ヵ国とされており（日本が承認している国の

数）、人種差別撤廃条約を認めている国が182ヵ国ということは、

世界の国の92.9パーセントが同条約を認めていることになる。

（5）　2017年に第10・11回報告を提出して以降、次回（第12～14回）

報告の期限は2023年 1 月とされていたが、2025年12月時点におい

ても該当報告は提出されていない。

（6）　ただし、近年の人種主義研究においては、人種主義を身体的・

生物学的特徴に基づくものに限定せず、社会的・文化的差異を本

質化することによって排除を正当化する思想や言説も含めて捉え

る理解が広がっている。その代表例として、文化が本質的に異な

り相互に混交不可能であるとみなす「文化主義的人種主義」（cul-
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tural racism）、表向きは生物学的人種概念を否定しつつ、文化や

生活様式の差異を理由に実質的排除を正当化する「ネオ・レイシ

ズム」（neo-racism）、さらに宗教、生活様式、価値観などの差異

を変わることのない本質的なものとみなし、排除や隔離を正当化

する「差異主義的人種主義」（differentialist racism）などが指摘

されている。加えて、近年特に注目されているのが、人種や人種

差別の存在そのものを否定し、「人種を見ない」「人は皆同じであ

る」といった形式的平等の言説を通じて、現実に存在する人種的

不平等や構造的差別を不可視化し、結果としてそれらを温存する

「カラー・ブラインド・レイシズム」（color-blind racism）である

（Bonilla-Silva 2022）。

（7）　日本の「現実世界」における差別に焦点を当てる中村（2005）

は、人種差別撤廃委員会の一般的勧告第30号を起草したソーンベ

リー（2002）の解釈を踏まえ、「人種差別」（racism）と「人種的

差別」（racial discrimination）を概念的に区別している。すなわ

ち中村は、前者を「皮膚の色や身体的特徴による可視的な差別」、

後者を「『白人』『黒人』といった生物学的要素を必ずしも前提と

しない差別」として位置づける。この区別は、日本語における辞

書的定義や日常的用法とも整合的であり、日本社会においては比

較的一般的な理解だといえる。しかしながら、このような区別は、

「皮膚の色や身体的特徴による差別」こそが本来的な「人種差別」

であり、それ以外の差別は付随的・派生的な「人種的差別」にと

どまるかのような印象を与えかねない。その結果、人種差別撤廃

条約が想定する人種差別の射程、すなわち生物学的特徴に限定さ

れない社会的・文化的・制度的差別を含む広範な定義が十分に理

解されず、条約の趣旨・理念に反する限定的な解釈を導く恐れが

ある。
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（8）　人種差別撤廃条約の英語正本は、外務省のウェブサイトに掲載

されている（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv.

html）。

	 　なお、人種差別撤廃条約が国連で採択された1965年当時、国連

の公用語は英語と中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語の

5 言語であり、同条約の正本もこれら 5 言語によって作成されて

いる。本論文では、中国語正本（漢字正本）も必要に応じて参照

するが、もっとも汎用性が高いことから、主として英語正本を用

いて検討を行う。

（9）　人種差別撤廃委員会が採択する「一般的勧告」（general recom-

mendations）とは、人種差別撤廃条約の解釈・適用について、締

約国に対して示される権威的な指針文書である。人種差別撤廃条

約の解釈・適用について、締約国に対して示される権威的な指針

文書である。これらは、法的には条約と同等の拘束力を有するも

のでがないが、国際人権法の実務においては、条約の解釈や運用

を示すものとして高い権威を持つと考えられている。なお、人種

差別撤廃委員会が採択した一般的勧告第 1 号（1972）～第33号

（2009）については、それぞれの和訳が『人種差別撤廃条約第 9 条

に基づく人種差別撤廃委員会の「一般的勧告」』（解説・監訳：村

上正直）として公表されているので、本論文でも適宜参照する。

（10）　たとえば、欧州人権裁判所（European Court of Human Rights）

も同様の解釈を示している（Guide on Article 14 of the European 

Convention on Human Rights  and on Article 1 of Protocol No. 

12 to the Convention, Last Update: 31.08.2025）。

（11）　国や学校等の地理的、制度的所属を表す言葉・概念については

「出身国」や「出身校」と言うことができるが、「民族」（ethnicity）

は血縁や文化、言語などのアイデンティティに関する言葉・概念
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であるため、通常、「出身民族」という言い方はしない。しかしな

がら、人類学においては「民族」（ethnic group）を社会的集団と

みなすことから、生まれ育った民族集団からの出身（出自）とい

う意味において、本論文では、文脈に応じて、ethnic origin を

「出身民族」と和訳する。

（12）　人種差別撤廃条約については、すでに述べたように、外務省が

和訳した「公定訳」が存在する。そこで、本論文で筆者が試みた

和訳（試訳）は、他に公式訳・定訳が存在するという意味で、「私

訳」と位置づけておく。

（13）　外務省、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約―（略

称）人種差別撤廃条約」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

treaty/pdfs/B-H8-1839.pdf、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関

する国際連合宣言（仮訳）」https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/

jinshu/decl_j.html、「人種差別撤廃条約（あらゆる形態の人種差別

の撤廃に関する国際条約）―人種差別撤廃条約全文（和文）」https:// 

www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/conv_j.html。

（14）　外務省、「人種差別撤廃条約 Q&A」（https://www.mofa.go.jp/

mofaj/gaiko/jinshu/top.html）。

（15）　実際、外務省は「人種差別撤廃条約 Q&A」の中で、「『皮膚の

色』とは、このような生物学的諸特徴のうち、最も代表的なもの

を掲げたものと考えられます」と明記している（外務省 「人種差

別撤廃条約 Q&A」）。

（16）　日本語公定訳において用いられている「世系」等の訳語の一部

は、人種差別撤廃条約の中国語正本における表現を参照して採用

された可能性がある。たとえば、中国語正本（簡体字表記）では、

同条約第 1 条における「人種差別」の要素として、「种族、肤色、

世系或民族或人种」が列挙されている（繁体字表記：「種族、膚
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色、世系或原屬國或民族本源」）。これらの中国語正本に見られる

「世系」という語の使用は、日本語公定訳における同語の選択を理

解するうえで、一定の参照点を提供するものと考えられる。なお、

本注で参照した中国語正本（簡体字表記および繁体字表記）は、

国連条約正文を転載した以下のウェブ資料による（繁体字表記：

https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=Y0000059、

簡体字表記：https://covenantswatch.org.tw/wp-content/uploads/ 

2019/02/ICERD_SCH.pdf）。

（17）　外務省、「人種差別撤廃条約 Q&A」。

（18）　Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 2004, 

General Recommendation 30, Discrimination against Non-citizens.

（19）　外務省、「人種差別撤廃条約 Q&A」。

（20）　人種差別撤廃条約の「公定訳」の作成年は公表されていない

が、おそらく日本が人種差別撤廃条約に加入した1995年前後

（1995～1996年頃）に作成されたものと考える。

（21）　たとえば、『リーダーズ英和辞典　第 3 版』（2012：793）よる

と、ethnic という単語には、「1a．民族の、人種の、1b．民族学

（上）の、 2 ．少数派民族の、ある民族に特有な、異民族調の、エ

スニック風の」という語が和訳として挙げられており、「種族」な

いしそれに類似した訳語は挙げられていない。

（22）　Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 1990, 

General Recommendation VIII Concerning the Interpretation and 

Application of Article 1, Paragraphs 1 and 4 of the Convention.

（23）　人種差別撤廃委員会は、「非市民（non-citizens）」に対する差

別を扱った一般的勧告第30号（2004）において、人種差別撤廃条

約第 1 条における「国籍（nationality）」および「市民権（citizen-

ship）」に関する規定を、単にそれらを人種差別の射程から除外す
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る例外規定として限定的に解釈すべきではないと指摘している。

委員会は、非市民がしばしば自己の出身国や所属する国家に基づ

いて差別を受けている現実を踏まえ、国籍や非市民性に関連する

差別であっても、その性質や効果次第では条約上の人種差別の問

題として検討され得ることを明らかにしている。

（24）　人種差別撤廃委員会の「第 1 回・第 2 回政府報告審査に関する

人種差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」（2001）や「第 3 回～第

6 回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」

（2010）、「第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告に関する人種差別撤廃

委員会の総括所見（仮訳）」（2014）、「第10回・第11回政府報告審

査に関する人種差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」（2018）など。

（25）　人種差別撤廃委員会は、社会的要素（社会階層や階級からの出

自）については一般的勧告第36号（2020）、政治的要素（出身国や

国籍に基づく排除）については一般的勧告第30号（2004）、文化的

要素（民族的帰属や文化的差異）については一般的勧告第34号

（2011）などの勧告を採択している。

（26）　ソーンベリー（2002）は、人種差別撤廃条約における「人種差

別」（racial discrimination）が、「人種」（race）のみならず、「皮

膚の色」、「世系」、「国籍又は民族的出身」という複数の要因に基

づいて定義されている点に着目し、「人種差別」という用語を単一

の差別形態を指すものではなく、複数の差別事由（要素）を包摂

する「包括的用語」（comprehensive term）として位置づけてい

る。この理解は、人種差別撤廃委員会が日本政府に示した「第 7

回・第 8 回・第 9 回政府報告に関する人種差別撤廃委員会の総括

所見（仮訳）」（2014年）において、人種差別の「包括的な定義」

（comprehensive definition）を国内法に導入するよう勧告してい

ることからも裏づけられる。以上の国際人権法上の用語法を踏ま
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え、本論文では、人種差別概念を狭く捉える「限定的定義」と、

条約の趣旨に沿って広範な差別を含み込む「包括的定義」とを区

別して用いる。

（27）　人種差別撤廃委員会、一般的勧告第24号（1999）、一般的勧告

第29号（2002）など。

（28）　人種差別撤廃委員会による「第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告

に関する人種差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」。

（29）　人種差別撤廃委員会、一般的勧告第14号（1993）、General Rec-

ommendation XIV on Article 1, Paragraph 1, of the Convention。

（30）　人種差別撤廃委員会、一般的勧告第29号（2002）（General 

Recommendation XXIX on Article 1, Paragraph 1, of the Con-

vention （Descent）、一般的勧告第32号（2009）（The Meaning 

and Scope of Special Measures in the International Convention 

on the Elimination of All Forms Racial Discrimination）。

（3１）　人種差別撤廃委員会、「第 3 回～第 6 回政府報告に関する人種

差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」（2010）。

（3２）　人種差別撤廃委員会、「第 7 回・第 8 回・第 9 回政府報告に関

する人種差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」（2014）。

（33）　人種差別撤廃委員会、「第10回・第11回政府報告審査に関する

人種差別撤廃委員会の総括所見（仮訳）」（2018）。
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